
 

 

 

多度津町下水道事業 

経営戦略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年 3 月改定 

 

多度津町建設課 



  



1 

目次

 

第 1 章 経営戦略の概要 ................................................ 3 

1. 経営戦略策定・改定の趣旨 ................................................... 3 

2. 対象事業及び計画期間 ........................................................ 3 

第 2 章 下水道事業の概要及び現状分析 .......................... 3 

1. 下水道事業の概要 .............................................................. 3 

2. 下水道事業の現状と課題 ..................................................... 4 

第 3 章 経営の基本方針 ................................................. 6 

1. 経営の基本方針 ................................................................. 6 

第 4 章 将来の事業環境 ................................................. 6 

1. 将来の人口予測 ................................................................. 6 

2. 有収水量の推計 ................................................................. 7 

3. 事業の運営体制 ................................................................. 7 

  



2 

第５章 投資財政計画 ...................................................... 8 

1. 今後の投資規模の検討 ........................................................ 8 

2. 経常費用の予測 ................................................................. 9 

3. 将来の財源見通し ............................................................ 10 

第 6 章 今後の経営目標 ............................................... 11 

1. 経費回収率の目標 ............................................................. 11 

2. その他経営目標 ................................................................ 11 

3. 目標達成に向けた具体的取組 ............................................. 12 

第 7 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 ........... 12 

1. 事後検証の実施手法 ......................................................... 12 

2. 経営戦略の見直し ............................................................ 12 

 

 

 

 

  



3 

第 1 章 経営戦略の概要 

1. 経営戦略策定・改定の趣旨 

下水道事業は、浸水防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全を目的として実

施されており、住民生活の向上に不可欠の事業です。 

下水道事業をはじめとする公営企業では、料金収入等をもって経営を行う独立採算

制の原則が定められているものの、人口減少や物価上昇、近年では新型コロナウイルス

感染症の拡大といった社会情勢の変化もあり、経営環境は厳しさを増しています。 

多度津町下水道事業では、経営環境の変化に対応し、将来にわたる安定的な事業継

続のため、平成 26 年 8 月総務省通知に基づき、平成 28 年度から令和 7 年度を計

画期間とした「多度津町下水道事業経営戦略」の策定を行いました。 

今回の経営戦略の改定については、過去に策定した「経営戦略」について、近年の社

会情勢の反映及び将来計画の見直しのため実施するものです。 

 

2. 対象事業及び計画期間 

対象事業 ： 公共下水道事業 

計画期間 ： 令和 8 年度 ～ 令和 17 年度 

 

多度津町では、流域関連公共下水道及び合併処理浄化槽（個人設置型）により、汚水

処理を実施しています。本戦略では、このうち公共下水道について計画の対象とします。 

計画期間は令和 8 年度から令和 17 年度の 10 年間とします。 

 

 

第 2 章 下水道事業の概要及び現状分析 

1. 下水道事業の概要 

① 事業概況 

多度津町公共下水道事業は、流域関連公共下水道事業として平成 3 年 5 月より供

用を開始しました。公益財団法人香川県下水道公社の運営する金倉川浄化センターに

て汚水処理を実施しており、当施設に接続している他市町村（善通寺市、琴平町、まん

のう町）とともに、汚水処理に係る必要経費の一部を負担しています。 
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また、当事業については令和 6 年 4 月より地方公営企業法を適用しています。 

 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

平成 3 年 5 月 

（34 年） 
法適用の有無 

一部適用 

（令和 6 年 4 月より） 

処理区域内人口密度 20.8 人/ha 
流域下水道への 

接続の有無 
接続済み 

処理区域数 
1 区（金倉川処理区） 

処理分区：10 区 

処理場数 1 箇所（金倉川浄化センター） ※多度津町を含む 1 市 3 町の汚水を処理 

広域化・最適化・ 

共同化の実施状況 

香川県が設置した「香川県汚水処理事業効率化協議会」に参加し、近隣市町

と連携を図りながら、香川県汚水処理事業広域化・共同化計画に基づいた

必要な施策について、検討を進めています。 

 

② 使用料体系 

多度津町下水道の使用料体系は、「基本料金制＋従量使用料制」を採用しています。

また、従量制の部分については、使用水量が大きくなるほど使用料単価が高くなる「累

進制」を採用しています。 

 

■ 使用料算定表 （1 か月分：税抜） 

区分 水量 使用料 

一般汚水 

10 ㎥まで ※基本使用料 1,000 円 

11～20 ㎥ 140 円/㎥ 

21～30 ㎥ 155 円/㎥ 

31～50 ㎥ 165 円/㎥ 

51～100 ㎥ 180 円/㎥ 

100 ㎥以上 195 円/㎥ 

公衆浴場汚水 1 ㎥以上 50 円/㎥ 

 

2. 下水道事業の現状と課題 

① 経営指標の分析 

「経営比較分析表（令和 6 年度）」の経営指標に関する分析結果を以下に示します。 

収益面や効率性を示す経営指標として、使用料収入や一般会計負担金等によって、

維持管理費や支払利息等の費用がどの程度まかなえているかを表す「経常収支比率」

や、使用料収入に対する汚水処理費用の割合を表す「経費回収率」があります。「経常
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収支比率」については 102.21%と 100％を超えており、「経費回収率」については

98.64%と 100%に近い水準であることから、収益面に関しては良好であると考えら

れます。 

財政面の健全性を表す指標として、「累積欠損比率」や「流動比率」があり、事業の累

積的な赤字を表す「累積欠損比率」については 0％であることから、事業開始から令和

6 年度決算までの収支が黒字であるといえます。「流動比率」は 1 年以内に支払うべき

債務（流動負債）に対する現金等（流動資産）の保有状況を表す指標であり、決算時点

では 38.41%と、100%を大きく下回っていることから、保有資金に余裕がない状況

となります。流動負債の内 73.5%は建設改良費に充てられた企業債であり、過大な企

業債残高とならないよう注視していく必要があります。 

資産の老朽化状況を表す指標として、「有形固定資産減価償却率」や「管渠老朽化率」

等があるものの、本町の下水道事業では最も古い管渠の経過年数が 39 年1であること

から、老朽化状況について特段の問題はない状況です。 

以上の分析を総括すると、多度津町下水道事業では財政面のうち、特に資金の保有

額が課題であると考えられます。 

 

・ 経営指標一覧（令和 6 年度実績値） 

指標名 令和 6 年度 類似団体平均 備考 

・ 収益性、健全性、効率性に関する指標    

経常収支比率 102.21% 104.65% 100%以上が望ましい 

累積欠損金比率 0% 23.18% 0％が望ましい 

流動比率 38.41% 80.01% 100%以上が望ましい 

企業債残高対事業規模比率  308.95% 706.45%  

経費回収率 98.64％ 85.67% 100％以上が望ましい 

汚水処理原価 158.66 円/㎥ 194.78 円/㎥  

水洗化率 77.97% 91.12%  

・ 老朽化に関する指標    

有形固定資産減価償却率 3.96% 33.11% 法適用の影響あり 

管渠老朽化率 0% 0.94% 法定耐用年数を超過していない 

管渠改善率 0% 0.07% 管渠の更新を行っていない 

  

                                                                   
1 管渠の標準耐用年数は 50 年とされる。「下水道施設の改築について」（平成 15 年 6 月 19 日付け国都下事

第 77 号国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課長通知） 
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第 3 章 経営の基本方針 

1. 経営の基本方針 

将来、本町の人口は減少傾向にあり、下水道使用料の減少が見込まれる中、既存施

設の維持管理及び雨水幹線の整備に多額の費用が必要となり、今後、公共下水道事業

の経営および財政状況が厳しいものになってきます。 

そのため、 

(1) 公共下水道事業の経営の効率化・健全化の推進 

(2) 安定的・持続的な公共下水道サービスの提供 

を基本方針とします 

 

第 4 章 将来の事業環境 

1. 将来の人口予測 

将来の行政区域内人口予測については、国立社会保障・人口問題研究所（以下社人

研）及び多度津町人口ビジョン（令和 7 年 3 月）の目標人口を参考としました。 

令和 42 年時点で比較した場合、社人研の推計では 14,964 人、人口ビジョンの目

標値は 16,514 人となります。いずれの推計値においても、人口が減少する見込みと

なりますが、社人研の推計結果を採用します。 

また、処理区域内人口については、近年の行政区域内人口に対する割合を元に、算

出しています。 
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2. 有収水量の推計 

処理区域内人口の減少に伴い、有収水量についても減少する見込みとなります。 

令和 7 年度では 1357.53 千㎥、令和 17 年度では 1288.84 千㎥となる見込み

であり、10 年間で約 5％減少する見込みとなります。 

 

 

 

3. 事業の運営体制 

建設課下水道係として事務職員 2 名、技術職員 2 名の合計 4 名により事業運営を

行っています。 

また、平成 30 年度より水道事業が広域化されたことに伴い、下水道使用料徴収業

務については、香川県広域水道企業団に委託している一方で、令和 6 年度より地方公

営企業法を一部適用したこと、ストックマネジメント計画に基づく施設更新事業が今後

見込まれること等をふまえ、現状人員では事業の運営が難しくなっています。 

今後は、限られた人員の中で業務の多様化に対応するため、より効率的な運営体制

づくりを検討していく必要があります。 
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第５章 投資財政計画 

1. 今後の投資規模の検討 

本計画においては、今後の投資規模について事業毎に考え方を整理し、建設改良費

の設定を行いました。今後１０年間では、年間 200,000 千円～500,000 千円の範

囲での建設改良を計画しています。 

 

区分 投資の考え方、設定額 

建設更新関連 

現在、「第 1 期ストックマネジメント計画」に基づき、新町排水ポン

プ場及び港町汚水中継ポンプ場の改築及び耐震化を予定してい

ます。また、堀江雨水ポンプ場及び雨水排水渠の改築、新設を計

画しており、年間 2 億円～5 億円規模となる見込みです。 

維持管理関連 
汚水の取付管工事及びその他の機械設備の更新を予定していま

す。金額については、年間 30,000 千円を予定しています。 

流域下水道 

建設負担金 

香川県下水道公社の建設費負担分となります。 

年間 50,000 千円を設定し、計画に反映させています。 
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2. 経常費用の予測 

① 物価上昇 

近年の社会全体の物価上昇に伴い、本事業においても委託料等の各種経費が増加

しています。物価上昇については今後も続くと見込まれるため、内閣府の財政試算1 を

参考に、年 1％の物価上昇率を各種経費に反映させました。 

 

② 各種経費の考え方・予測 

・ 委託料 

委託料については、令和 6 年度実績額を経常的経費及び臨時的経費に区分し、推計

を行っています。 

経常的経費については、約 25,000 千円に物価上昇分を考慮した金額、臨時的経

費については、今後の業務予定から算出した年度毎の委託料を計画に反映しています。 

 

・ 流域下水道維持管理負担金 

「香川県流域下水道経営戦略」を参考2に、4 年毎に 8%の上昇を見込んでいます。 

 

・ その他経費 

令和 6 年度実績に物価上昇分を加味した金額について計画に反映しています。 

  

                                                                   
1 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和 7 年 8 月）」の消費者物価上昇率（過去投影ケース）を参考とした。 
2 香川県土木部下水道課「香川県流域下水道事業経営戦略（令和 7 年 3 月）」p.36 を参考とした。 
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3. 将来の財源見通し 

① 使用料収入 

処理区域内人口及び有収水量の減少に伴い、使用料収入についても減少する見通し

となります。令和 7 年度では 206,364 千円、令和 17 年度では 201,703 千円と、

1０年間で約 2%減少する見通しとなります。 

 

 

 

② 一般会計負担金・補助金 

一般会計負担金等については、総務省が定める繰出基準に基づき算定された額を

受け入れています。今後も繰出基準額どおりに受け入れを継続する方針ですが、使用

料収入の減少及び各種経費の増加に伴い、一般会計負担金等の金額は増加する見込

みとなっています。 

 

③ 企業債 

新規借入分の企業債については、事業及び更新計画毎に借入条件を設定しています。 

また、資金確保のため、資本費平準化債の活用を検討していきます。 

支払利息の抑制や将来世代の負担を考慮し、企業債残高が大幅に増加することがな

いよう、適時に財源の見直しを検討する予定です。 
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第 6 章 今後の経営目標 

1. 経費回収率の目標 

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」に

基づき、経費回収率の目標を以下に提示します。 

経費回収率については、令和 6 年度の実績が 98.6%となります。 

今後使用料収入の減少及び経費の増加に伴い経費回収率も悪化する見通しとなり

ますが、後述の取り組みを実施し、経費回収率 95%以上の維持を目標とします。 

 

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Ｒ16 Ｒ１７ 

経費 

回収率 
98.6% 95%        

 
  

 

2. 企業債残高  

企業債残高については、令和 6 年度で約 54 億円となります。 

将来世代の負担軽減や支払利息等の観点から、企業債の借入額を見直すことで、前

年度企業債残高の 1％削減を今後 10 年間の目標とします。 

 

項目 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Ｒ16 Ｒ１７ 

企業債 

残高 
54 億円 

1% 

削減 
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3. 目標達成に向けた具体的取組 

経営戦略の見直し、使用料改定の検討、「香川県汚水処理事業広域化・共同化計画」

の検討を進めることにより、経費回収率の向上及び企業債残高の削減に努めます。 

 

取組内容 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Ｒ16 Ｒ１７ 

経営戦略の見直し     
 

     

使用料改定の検討   

 

       

県広域化計画の検討          
 

企業債の見直し          

 

 

 

第 7 章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

1. 事後検証の実施手法 

経営戦略期間中において、PDCA サイクルにより計画のフォローアップを行います。 

また、計画をもとに実施した事業は、毎年、進捗管理（モニタリング）を実施し、自己評

価を行うことで、事業の現状や財政状態の把握に努めます。 

 

 

 

2. 経営戦略の見直し 

経営戦略については、3～5 年の期間で定期的な見直しを行い、事業の運営方針を

計画に反映します。また、社会経済情勢の変化等により計画に大幅な乖離が発生した

場合には、随時経営戦略の見直しを検討します。 

 

 



 

 

  



 

 


